車塚森作りグループ２０１１　会則　
第一条(名称)　　この会は車塚森作りグループ２０１１という。

第２条(事務所)　この会は事務所を代表世話人宅におく。

第３条(目的)　　この会は車塚古墳を中心とする市内史跡の竹や樹木の手入れを行い、自然と史跡が調和したまちづくりを目指す。

第４条(事業)　　この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1) 車塚古墳を中心とする城陽市内の遺跡地の竹や樹木の里山的手　　　　　　　入れを定期的に行う。
(2) 自然や文化財について理解を深めるための学習を行う。

(3) 城陽のシンボル車塚をもり立てる広報や行事を行う。

第５条(組織)　　この会は目的に賛同し事業に参加する者をもって組織する。参加者は各自、必ずボランティア保険に加入するものとする。これをもって会としての会事業に対する事故補償とする。
第6条(会の運営)　　この会は次の役員をおき運営する。
(1) 世話人若干名

(2) 代表世話人1名　世話人の互選により代表世話人をおく。
(3) 会の運営は世話人で企画し総会で決定する。
第7条 (財政)この会の財政は年会費一人300円と補助金、寄付金等によりまかなう。作業にかかる資材等は原則、各自の道具持ち寄りとする。

付則　　この会則は平成24年2月１９日から施行する。
